
 
 

  
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 時 間 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 
（前 略） 
（資格等） 
第３条 時間雇用教職員の資格、職務内容、雇用年齢

上限及びその他の事項は、別表第１、別表第２及び

別表第３の職名ごとの区分に応じ、同表の定めると

ころによる。 
 （中 略） 
（給与の種類） 

第２２条 時間雇用教職員の給与は、基本給、通勤手

当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、

夜勤手当、宿日直手当及び特別報奨金とする。 

（基本給） 

第２３条 時間雇用教職員の基本給は、時間給とする。

（時間給の決定） 

第２４条 時間雇用教職員の時間給は、別表第１、別

表第２及び別表第３に掲げる時間雇用教職員の別

に、次の各号に定める額とする。ただし、個別に承

認を受けた場合は、その額とする。 

(1) 別表第１に掲げる時間雇用教職員の時間給は、

別表第４の職名欄の区分に対応する時間給欄に掲

げる額とする。 

(2) 別表第２に掲げる時間雇用教職員の時間給は、

別表第５に掲げる額とする。 

(3) 別表第３に掲げる時間雇用教職員の時間給は、

別表第６の職名欄の区分に対応する時間給欄に掲

げる額とする。 

（中 略） 

（通勤手当） 

第２６条 契約期間が１月以上ある時間雇用教職員

（法科大学院特別教授・准教授及び専門職大学院特

別教授・准教授を除く。）には、給与規程第１８条に

定める教職員の例に準じて通勤手当を支給すること

ができる。 

 （中 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資格等） 
第３条 （同 左）  
 
 
 
 
（給与の種類） 

第２２条 時間雇用教職員の給与は、基本給、特殊勤

務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、夜勤手当、

宿日直手当及び特別報奨金とする。 

（基本給） 

第２３条  

（時間給の決定） 

第２４条  

 

 

 

            （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６条 （削 除） 

 
 
 
 
 
   附 則 
（施行期日） 
第１条 この規則は、平成２６年４月１日から施行す

る。 
 （経過措置） 
第２条 この規則の施行の日の前日において時間雇用

教職員として雇用していた者を当該雇用していた職

名と同一の職名で引き続き雇用する場合において

は、改正後の規定にかかわらず、当該同一の職名に

おける雇用が継続する限り、なお従前の例によるこ

とができる。 



 
 

改   正   前 改   正   後 
 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第２条・第３条・第４条関係） 

職名 資格・職務能力 職務内容 雇用上限年齢 その他の事項

事務補

佐員 

当該業務の遂行

能力がある者 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務の補佐

業務に従事 

満６０歳 

（ただし、大学

が特に認めた場

合は、満６５歳） 

 

 

 

 

 

 

 

・当該雇用経費の趣

旨に添った雇用に

限る 

・本学に在籍する学

生は、原則としてオ

フィス・アシスタン

トとして雇用する

 

 

 

 

 

 

 

技術補

佐員 

 

 

技術に関す

る職務の補

佐業務に従

事 

医療技

術補佐

員 

医療に関する

職務の補佐業

務に従事 

看護技

術補佐

員 

看護技術に関

する職務の補

佐業務に従事 

技能補

佐員 

 

技能に関する

職務の補佐業

務に従事 

教務補

佐員 

教務に関する

業務の補佐業

務に従事 

 

 

労務補 

佐員 

労務作業に従

事 

満６３歳 

（ただし、大学が特

に認めた場合は、満

６５歳） 

研究支

援推進

員 

 

 

当該研究プロ

ジェクトに係

る特殊な技能

や熟練した技

術を必要とす

る研究支援業

務に従事 

満６０歳 

（ただし、大学

が特に認めた場

合は、満６５歳） 

 

・当該研究支援推進

経費にて雇用され

る場合に限る 

・学生、研究生等を

除く 

・選考基準は当該部

局が定める 

（略） 

 （中 略） 

 

 

 

 

２ 国立大学法人京都大学有期雇用教職員及び時間雇

用教職員の雇用年齢上限後の雇用に関する特例を定

める規則（平成１８年達示第４９号）第１条の規定

により雇用する時間雇用教職員に支給する給与は、

改正後の第２２条及び第２６条の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 
 
別表第１（第２条・第３条・第４条関係） 
職名 資格・職務能力 職務内容 雇用上限年齢 その他の事項

事務補

佐員 

当該業務の遂行

能力がある者 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務の補佐

業務に従事 

満６０歳 

（ただし、大学

が特に認めた場

合は、満６５歳） 

 

 

 

 

 

 

 

・当該雇用経費の趣

旨に添った雇用に

限る 

・本学に在籍する学

生は、原則としてオ

フィス・アシスタン

トとして雇用する

 

 

 

 

 

 

 

技術補

佐員 

 

 

技術に関す

る職務の補

佐業務に従

事 

医療技

術補佐

員 

医療に関する

職務の補佐業

務に従事 

看護技

術補佐

員 

看護技術に関

する職務の補

佐業務に従事 

技能補

佐員 

 

技能に関する

職務の補佐業

務に従事 

教務補

佐員 

業務に関連のある

分野の修士修了以

上又は２年以上の

業務に有益な実務

経験がある者 

教務に関する

業務の補佐業

務に従事 

 

 

労務補

佐員 

当該業務の遂行

能力がある者 

労務作業に従

事 

満６３歳 

（ただし、大学が特

に認めた場合は、満

６５歳） 

研究支

援推進

員 

 

 

当該研究プロ

ジェクトに係

る特殊な技能

や熟練した技

術を必要とす

る研究支援業

務に従事 

満６０歳 

（ただし、大学

が特に認めた場

合は、満６５歳） 

 

・当該研究支援推進

経費にて雇用され

る場合に限る 

・学生、研究生等を

除く 

・選考基準は当該部

局が定める 

（同 左） 

 
 
 
 
 



 
 

改   正   前 改   正   後 
別表４（第２４条関係）  

職名 時間給 

事務補佐員 

技術補佐員 

技能補佐員 

労務補佐員、研究支援推進員 

オフィス・アシスタント（事務補

佐、技術補佐、技能補佐又は労務

作業の業務に限る） 

Ａ 900円 

Ｂ 1,000円 

Ｃ 1,100円 

Ｄ 1,200円 

医療技術補佐員 

オフィス・アシスタント（医療技

術補佐の業務に限る） 

Ａ 900円 

Ｂ 1,000円 

Ｃ 1,100円 

Ｄ 1,200円 

Ｅ 1,300円 

Ｆ 1,400円 

Ｇ 1,500円 

Ｈ 1,600円 

Ｉ 1,700円 

看護技術補佐員 

オフィス・アシスタント（看護技

術補佐の業務に限る） 

 

Ａ 1,000円 

Ｂ 1,100円 

Ｃ 1,200円 

Ｄ 1,300円 

Ｅ 1,400円 

Ｆ 1,500円 

Ｇ 1,600円 

Ｈ 1,700円 

Ｉ 1,800円 

Ｊ 1,900円 

Ｋ 2,000円 

Ｌ 2,100円 

Ｍ 2,200円 

Ｎ 2,300円 

教務補佐員 

オフィス・アシスタント（教務補

佐の業務に限る） 

 

 

Ａ 1,000円 

Ｂ 1,200円 

Ｃ 1,400円 

Ｄ 1,600円 

Ｅ 1,800円 

※ 雇用する者の経験及び就かせる業務の内容等に

より単価を決定するものとする。 
 
 
 
 
 
 

 

別表４（第２４条関係）  
職名 時間給 

事務補佐員 

技術補佐員 

技能補佐員 

労務補佐員、研究支援推進員 

オフィス・アシスタント（事務補

佐、技術補佐、技能補佐又は労務

作業の業務に限る） 

900円から1,600円

までの範囲で50円

単位の額 

医療技術補佐員 

オフィス・アシスタント（医療技

術補佐の業務に限る） 

900円から1,900円

までの範囲で50円

単位の額 

 

 

 

 

 

 

看護技術補佐員 

オフィス・アシスタント（看護技

術補佐の業務に限る） 

 

1,000円から2,500

円までの範囲で50

円単位の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教務補佐員 

オフィス・アシスタント（教務補

佐の業務に限る） 

 

1,200円から2,000

円までの範囲で50

円単位の額 

 

※ 雇用する者の経験及び就かせる業務の内容等に

より単価を決定するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

改   正   前 改   正   後 
別表５（第２４条関係）  

職名 時間給 

医師、歯科医師 

寄附講座教員、寄附研究部門教員 

研究員 

共同研究講座教員、共同研究部門

教員 

Ａ 1,300円 

Ｂ 1,500円 

Ｃ 1,700円 

Ｄ 1,900円 

Ｅ 2,100円 

Ｆ 2,300円 

Ｇ 2,500円 

Ｈ 2,700円 

Ｉ 2,900円 

Ｊ 3,100円 

Ｋ 3,300円 

Ｌ 3,500円 

Ｍ 3,700円 

Ｎ 3,900円 

 （後 略） 
 

別表第５（第２４条関係） 
職名 時間給 

医師、歯科医師 

寄附講座教員、寄附研究部門教員 

研究員 

共同研究講座教員、共同研究部門

教員 

1,300円から3,900

円までの範囲で100

円単位の額 

 

 

 

 


